
③市町の窓口に請求書
類を提出する

・請求書類の準備、作成で分からないことがあれば市町の窓口に相談してください。

・請求書類が整ったら、市町の窓口に提出してください。

・市町で請求書類の記載内容を確認します。内容確認や訂正依頼があれば対応していただくようお願いします。

②請求書類を作成する
・接種履歴がわかる書類（ワクチン接種の際に交付された接種済証、接種証明書等）を用意してください。紛失し
た場合は市町に交付を依頼してください。

・接種済証、受診証明書、領収証等をもとに請求書に必要事項を記入してください。

請求までの流れ

①医療機関・薬局から
必要書類をもらう

・受診証明書様式を医療機関（病院・診療所・薬局等）に渡して、作成を依頼してください。

・請求に係る疾病（受診証明書に記載の疾病）に関する診療録等の交付を医療機関に依頼してください。

・医療費の領収証を紛失している場合は、領収証の再発行も併せて依頼してください。

　※各種書類の作成、交付には費用がかかる場合があります。

医療費・医療手当の請求の場合

＜注意事項＞

　・救済給付として医療費が支給された場合、その医療費は自己負担がなくなるため、確定申告における医療費控除は受けることができません。

　　（既に医療費控除に含めて確定申告していた場合は、修正申告をしていただかなければなりません。）

　・このため、医療費の請求を行う場合、その金額は確定申告における医療費控除から除外していただくようお願いします。


